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Ⅰ まちづくりの基本方針 

１ まちの目指す将来像 

最上町第４次総合計画において本町が目指す将来像を、人が元気 地域が元気 産業が元気

「キラリ輝く田園空間博物館の創造※1」としています。 

「元気を持続し発展させるための視点」によるまちづくりを住民と行政との協働で進め、

自然、歴史、人、モノ、文化、産業等有形・無形の地域資源を利活用し魅力的なまちづくり

を進めていくことから、将来に向けたあるべき姿を「人が元気」「地域が元気」「産業が元

気」としました。副題に｢キラリ輝く田園空間博物館の創造｣としたのは、本町の地域資源を、

住民自らの財産として保全に努め、それらを有効活用していくことにより、一つひとつの資

源が存在感を発揮し、地域の魅力を引き出し、教育や文化、産業振興、交流人口の拡大等に

つなげていこうとするものです。 

また、住民一人ひとりがこれらの資源に関心を持ち、個性と協調性のある生き方を楽しむ

ことによりこの町に住み続けることに誇りを持ち、人生の質を高めていけるものと考えます。 

 

 

２ 将来像を実現するための基本方針 

これまでのまちの課題や将来像などをふまえ、まちづくりの基本的な方向として次の４点

を基本方針をとしています。 

 

（１）人にやさしいまちづくり 

本町では「人にやさしいまちづくり」を実現するため、住民一人ひとりが豊かな人間性を

培い、生き生きとした生涯現役生活が送れるまちづくりを目指した環境整備をすすめるため

に、次の６項目を掲げ施策を展開します。 

①信頼関係に支えられたまちづくりの推進 

②子供を安心して産み育てられるまちづくりの推進 

③豊かな心と高い知識を育む学校教育の充実 

④郷土を知り、郷土を愛し、郷土を支える人づくりの推進 

⑤より積極的な健康に支えられたまちづくりの推進 

⑥安全で安心して暮らせる環境の推進 

  

                                        
※1 地域の人々が自らの地域社会を探求し、未来を創造するための家（屋根のない博物館）であり、地域資源を歴史

的、文化的に保存し、育成、有効利用することにより地域社会の発展に寄与することを目的とした新しい理念を

もった博物館。 
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（２）食にやさしいまちづくり 

「食にやさしいまちづくり」を展開していくため、生産者をはじめ経済団体や行政との“協

働”による産業活性化にむけた新たな施策や事業の展開が必要です。そのため加工・販売の

専門性を有した人材育成を図るとともに、町内で生産された物に付加価値を加えて町内の事

業者の物流に乗せ、消費再投資される流通形態である循環型経済活動、すなわち「総合型産

業システム※2」を構築し、雇用機会の増大及び所得の向上を図ります。このため次の３項

目を掲げて施策を展開します。 

①魅力ある農林水産業の推進 

②総合型産業の推進 

③地域に根ざした商工業の推進 

 

（３）環境にやさしいまちづくり 

少子高齢化が集落の隅々にまで進行するなか、住みやすい生活基盤づくりがこれからます

ます重要になってきます。その重要なカギとなるのが、生活と密接に関わる「道路網の整備・

管理・冬期間の交通の確保と道路沿線住宅の雪処理対策」「水道未給水地区の解消」「生活

排水処理対策」「防犯や交通安全対策」などです。 

以上のことから「環境にやさしいまちづくり」を促進するために、次の３項目を掲げ施策

を展開します。 

①生活基盤環境の整備促進 

②環境保全対策の推進 

③資源循環による低炭素社会※3の推進 

 

（４）持続から発展のまちづくり 

我が国では人口減少化の時代に入り、少子高齢化がますます進行しています。経済的にも

かつての右肩上がりの時代は終わり、低成長あるいは世界的な経済不況の中で、地域間競争

が激化しており、それにともなう人々の経済的な格差は拡大し、社会的な不安定さが増して

きています。 

これらの深刻な状況に対応し、将来にわたって本町を持続発展させ、そして住む喜びを分

かち合い、住んでみたいまちづくりを推進することができるかが、これからの大きな課題と

なります。 

以上のことから「持続から発展のまちづくり」を推進するために、次の３項目を掲げて施

策を展開します。 

①雇用の促進と若者定住対策の充実 

②地域コミュニティの強化による、地域からの発展 

③交流拡大・観光振興を通した活性化の推進  

                                        
※2町内で形成された付加価値が町内の事業者等の経済主体に流れる産業形態であり、1次産業だけでなく、加工や

販売等における各種活動が他産業との積極的な関わりの中で本町内において完結しうるシステム。 
※3二酸化炭素の排出を削減する社会のこと。 
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３ まちの主な現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の政策動向 

〇人口減少克服・地方創生の新たな展開 
 「まち・ひと・しごと創生本部」の設置 

〇デフレ脱却・日本経済再生 
＜日本再興戦略（成長戦略）＞ 

・人材力の充実・発揮（女性の活躍等） 

・国内企業の競争力強化（法人税改革等） 

・企業活動の活性化（大胆な規制緩和等） 

〇国土強靭化の推進 

山形県を取り巻く情勢 

〇人口減少の加速化 
地域の将来に危機感をもった対応 

〇経済の先行き不透明感 
 消費税引き上げの影響や地方に十分に波及し

ていない景気回復効果 

〇国際政治情勢の不安定化（中東・欧州等） 
 経済面等におけるリスク拡大 

〇集中豪雨などの大規模な自然災害の頻発
など 

最上町の政策展開の視点 

『自治協働のまちづくり』 

 定住促進    産業振興  

最上町が直面する課題 

〇農業生産力向上と担い手の確保、経営体の組織化 

〇雇用創出、異業種間による農観商工・産学官金の連携 

〇子育て、子育ち支援の環境充実、少子化対策 

〇公共施設の修繕、安心安全なまちづくりの推進 

〇人口減少社会における若者定住対策と都市部との連携 

〇再生可能エネルギーの地域資源活用と産業確立 

〇地域コミュニティの維持と元気な集落づくりの応援 

〇第6次行財政改革プランの実践による健全な行政経営 

平成27年度～ 課題解決に向けた重点施策と成長戦略 

〇6次産業化をはじめとする地域産業基盤の整備 

〇ぬくもりに満ちた『子育て王国』の創生と人づくりの充実 

〇いのちと暮らしを守る安全安心な社会の構築 

〇都市部との「若者交流」や「福祉連携」による定住対策の強化 

〇再生可能エネルギーの普及・推進による良好な環境保全と循環型 

経済の構築 

〇地域力を活かした魅力ある地域の創造 

〇健全財政の維持に向けた取り組み強化 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 人口ビジョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Ⅱ 人口ビジョン 

 

 

9 

12,384 

12,918 
13,104 

13,656 
13,867 

17,099 
17,207 17,583 

16,833 

15,570 

14,015 
13,520 

13,190 

13,007 
12,541 

12,174 

11,483 
10,761 

9,847 
9,028 

8,302 
7,602 

6,943 
6,313 

5,692 

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000
総人口

 

Ⅱ 人口ビジョン 

１ 人口動向 

（１）総人口の推移と将来推計 

戦後から人口の増加が続き、特に1940年代後半、いわゆる団塊の世代により人口は急増

し、1955年に人口最多を記録しました。しかし、1963年、1967年に鉱山が相次ぎ閉鎖

し急激に人口が減少しました。以後、少子化や若者の転出等により年々人口は減少し続けて

います。 

今後も、近年の傾向を継承した形で人口の減少は続いていくものと予測されます。 

【総人口の推移と将来推計】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【出典】 

総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

【注記】 

2010年までは「国勢調査」のデータに基づく実績値、2015年以降は「国立社会保障・人口問

題研究所」のデータに基づく推計値。 
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（２）年齢３区分別人口の推移 

1980年以降、高齢者人口※4は増え続け、逆に年少、生産年齢人口※5ともに減少し続け

ています。1995年には高齢者人口は年少人口※6を上回りました。 

高齢者人口については、生産年齢人口が順次高齢期に入ったことや、平均寿命の延伸によ

り増加が続いており、2040年頃には、生産年齢人口と高齢者人口がほぼ等しくなることが

予想されます。 

【年齢３区分別人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】 

総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

【注記】 

2010年までは「国勢調査」のデータに基づく実績値、2015年以降は「国立社会保障・人口 

問題研究所」のデータに基づく推計値。総人口については、年齢不詳を除いている。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                        
※4  65歳以上の人口のことをいう。 
※5  15歳以上65歳未満の人口のことをいう。 
※6  15歳未満の人口のことをいう。 

（人） （％） 

実績値 推計値 
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（３）出生・死亡数と転入・転出数の推移 

自然増減においては、団塊の世代の出生後は出生数が減少を続け、1970年以降微増はあ

ったものの、その後も減少、1995年には死亡数が出生数を上回る「自然減」の時代に入り

ました。 

社会増減においては、高度経済成長期から安定成長期に入り、転出者は大きく減少しまし

た。人口の減少とともに、転入・転出も減少傾向にあり、転出が転入を常に上回る転出超過

となっています。また1990年に転入者が増加しましたが、これは東京都の委託を受けた知

的障害者支援施設が町内にでき、東京から転入した入所者により一時的に増加したものと思

われます。 

【出生・死亡数と転入・転出数の推移】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】 

総務省「国勢調査」、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」 

※2014年数値「山形県社会的移動人口調査結果報告書」 
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（４）総人口に与えた自然増減・社会増減の影響 

1975年から1990年頃まで「自然増・社会減」の傾向にありました。しかし、それ以降

は、国内でバブル崩壊後の不況が続いたことから若者層の雇用情勢が不安定となり、晩婚化

が進行したことに起因し、時代は「自然減」の流れに入り、社会減と重なり一層の人口減少

局面へと突入しました。 

【自然増減と社会増減の影響】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】 

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」 
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２ 人口移動の動向 

（１）年齢階級別の人口移動の推移（男性） 

男性の人口移動は、転出入の差は年々小さくなっているものの、10～14歳から15～19

歳、15～19歳から20～24歳になる時期に大幅な転出超過となっており、高校進学、大学

進学、就職などによる転出の影響が考えられます。 

一方、25～29歳になる時期にはＵターン就職等により転入超過に、30歳代以降は増減

の幅が小さいながらも転出超過傾向で推移しています。60～64歳以降になると退職や、施

設入所、子ども世帯との同居を機とした転出入による移動がみられます。 

【年齢階級別人口移動の推移（男性）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 0～4歳 

↓ 

5～9歳 

5～9歳 

↓ 

10～14歳 

10～14歳 

↓ 

15～19歳 

15～19歳 

↓ 

20～24歳 

20～24歳 

↓ 

25～29歳 

25～29歳 

↓ 

30～34歳 

30～34歳 

↓ 

35～39歳 

35～39歳 

↓ 

40～44歳 

40～44歳 

↓ 

45～49歳 

45～49歳 

↓ 

50～54歳 

50～54歳 

↓ 

55～59歳 

55～59歳 

↓ 

60～64歳 

60～64歳 

↓ 

65～69歳 

65～69歳 

↓ 

70～74歳 

70～74歳 

↓ 

75～79歳 

75～79歳 

↓ 

80～84歳 

80～84歳 

↓ 

85～89歳 

85～89歳 

↓ 

90歳～ 

1980年→1985年  4 -9 -92 -177  7  7 -11 -16 -9 -7  2  2 -3  0  1 -2  6 -1 

1985年→1990年 -7  4 -97 -135 16 -21 -25 -15 -11 -6 -14 -21 -7  4  3  5 -5  1 

1990年→1995年  3 -3 -107 -105 29  11 11  1 -10  1  3 -3  2 12 15 -3 -7 -2 

1995年→2000年  2 -4 -94 -148 22  1 -4 -1 -8  3 -10 -3  2  0 -5 -1  0 -1 

2000年→2005年 16 -4 -85 -133  8 -9 -15 -9 -12  0 -6 -1  3  8 -10  1 11  7 

2005年→2010年 -4 -5 -72 -113 20 -8 -5  1 -11 -7 -8  4 -5 -5 -4  8 -7  5 

 
 
【出典】 

総務省「国勢調査」、総務省「住民基本台帳人口移動報告」に基づきまち・ひと・しごと創生本部作成 
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（２）年齢階級別の人口移動の推移（女性） 

女性についても男性同様、転出入の差は年々小さくなり、10～14歳から15～19歳、

15～19歳から20～24歳になる時期に大幅な転出超過となっており、大学進学、就職など

による転出の影響が考えられます。 

一方、25～29歳になる時期に本町に戻ってくる転入者は、1980年→1985年には男性

を上回っていましたが、近年では激減し、転出入の差はわずかとなっています。30歳代以

降の移動はあまりないなか、80歳代での転出超過、90歳以上の転入超過傾向が伺えます。 

【年齢階級別人口移動の推移（女性）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 0～4歳 

↓ 

5～9歳 

5～9歳 

↓ 

10～14歳 

10～14歳 

↓ 

15～19歳 

15～19歳 

↓ 

20～24歳 

20～24歳 

↓ 

25～29歳 

25～29歳 

↓ 

30～34歳 

30～34歳 

↓ 

35～39歳 

35～39歳 

↓ 

40～44歳 

40～44歳 

↓ 

45～49歳 

45～49歳 

↓ 

50～54歳 

50～54歳 

↓ 

55～59歳 

55～59歳 

↓ 

60～64歳 

60～64歳 

↓ 

65～69歳 

65～69歳 

↓ 

70～74歳 

70～74歳 

↓ 

75～79歳 

75～79歳 

↓ 

80～84歳 

80～84歳 

↓ 

85～89歳 

85～89歳 

↓ 

90歳～ 

1980年→1985年 -8  7 -91 -160 85 -10 -3  0 -1 -8 -8 -7 -11 -4 -18 6  4  5 

1985年→1990年 -4 -14 -129 -111 28 -13 -2 -9 -9 -8 -21  2 -9 -7 -10 14 -14  9 

1990年→1995年 -3 -8 -94 -123 29  0 10 -1 -5 -5 -4 -10  7 -1  2 -4 -6 10 

1995年→2000年 -4  0 -93 -134  9 18 -12  2 -5 -8 -4 -7  1 -1  2 -14 -3 -1 

2000年→2005年 -1 -6 -90 -123 17  5  2  4 -6 9 -15 -4 -6 1 -5 -5 -9  4 

2005年→2010年 -11 -6 -74 -139  1  3 -8  0 -9 -8 -5 -1 -1 -9 -6 -23 -16 11 

 

【出典】 

総務省「国勢調査」、総務省「住民基本台帳人口移動報告」に基づきまち・ひと・しごと創生本部作成 
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（３）山形県内外への人口移動状況 

2006年を除き県外転出者の割合が多く、都市部への人口移動が続いています。県内市町

村では、近隣の新庄市や村山地域への転出が多く、生活、通勤、通学の利便性の影響が考え

られます。 

【県内外における人口移動の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

村山地域 -50 -37 -40 -26 -37 -35 -9 -24 -33 

庄内地域 -4 -5 -2 8 -3 3 1 -5 -12 

置賜地域 0 8 2 -1 1 0 0 -2 0 

新庄市 -18 -17 -33 -20 0 -6 -9 -36 -15 

金山町 -4 4 -1 -2 1 -3 0 1 1 

戸沢村 -1 -1 0 1 1 3 -4 -1 -3 

舟形町 -6 0 0 1 -2 4 -6 1 3 

真室川町 -2 0 0 5 -3 -4 -2 -2 -2 

大蔵村 -1 2 3 -3 1 -1 0 1 0 

鮭川村 0 0 -1 3 -2 2 0 -1 -3 

県外 -14 -62 -65 -54 -49 -57 -28 -43 -49 

 

【出典】 

山形県社会的移動人口調査結果報告書 
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総人口（本町の将来展望）

３ 将来人口推計と分析 

国や県の長期ビジョン及びこれまでの推計や分析、調査結果などを考慮し、本町が将来目

指すべき人口規模を展望します。 

 

（１）将来人口の推計 

日本創成会議推計に準拠した将来人口推計において本町の総人口は、2040年に5,001

人、2060年には2,579人にまで減少を続けることが予測されています。また、日本創成

会議推計準拠をベースに社会移動が１/2になると仮定した、社人研推計に準拠した将来推

計では、本町の総人口は2040年に5,692人、2060年は3,536人まで減少を続けること

が予測されています。 

これに対して、主要施策やプロジェクトに沿って政策を推進することにより、下記の仮定

を実現できれば、本町の総人口は2060年で4,090人を維持することが可能となります。 

 

＜仮定＞ 

〇2010 年に 1.7 である合計特殊出生率が、2025 年に 1.8、2030 年に 1.9、2035

年に 2.0、2040 年に人口の置換水準である 2.1 と段階的に上昇し、その後も維持す

ると仮定。 

〇平成 17（2005）年～22（2010）年の国勢調査（実績）に基づいて算出された純

移動率が、2020 年までに約 20％、2025 年までに約 40％、2030 年までに約 60％

減少し、2035 年以降は現行水準の約 35％程度の移動率を維持していくと仮定。 

【当町総人口の将来展望】 
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（２）年齢３区分別人口の将来展望 

本町総人口の推計結果から年齢３区分別人口をみると、次のような傾向が伺えます。 

 

〇総人口は一貫して人口が減少していき、超高齢化社会が進展することとなるが、2030

年前後を境に高齢化率は減少し始め、その後人口構成割合はバランスを取り戻していく。 

〇年少人口割合は 2030 年の 10.2％を境にその後は緩やかに上昇し、2060 年には

12.7％まで回復することが予測される。 

〇生産年齢人口割合は 2045 年の 45.3％を境にその後は緩やかに上昇し、2060 年に

は 47.8％まで回復することが予測される。 

〇老年人口割合は 2030 年の 44.0％を境に減少に転じ、2060年には 39.6％となり、

2020 年前後の水準まで減少することが予測される。 

【本町年齢３区分別人口の将来展望】 
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（３）男女別５歳階級別人口構成（人口ピラミッド）の推移 

2010年、2040年、2060年の男女別５歳階級別人口推移をピラミッドで表すと下記の

とおりです。 

【人口ピラミッド（2010年、2040、2060年）】 
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女性 男性 

（人） 

（人） 
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（４）自然増減（出生・死亡）と社会増減（転入・転出）の推計 

本町総人口の推計結果から、出生者数と死亡者数による自然増減は人口構成の影響等によ

り増減を繰り返しながらも、2050年までは一貫して400人以上の減少が続き、その後の

2055年には300人台半ば、2060年には300人にまで減少数が抑えられると予測されま

す。一方、転入者と転出者による社会増減は2015年の330人減から段階的に縮小してい

き、2030年以降は約100人減にまで抑えられ、その後は緩やかに減少していくことが予

測されます。 

【自然増減（出生・死亡）と社会増減（転入・転出）の推計】 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

自然増減数 -463 -514 -499 -462 -436 -440 -466 -428 -361 -300 

社会増減数 -330 -245 -178 -113 -105 -102 -88 -80 -75 -73 

人口増減数 -793 -759 -677 -575 -541 -542 -554 -508 -436 -373 
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（５）老年（高齢者）人口の推計と高齢化率の推移 

本町総人口の推計結果から、老年（高齢者）人口数は3,258人で2025年がピークとな

りますが、その内訳をみると前期高齢者（65歳～74歳）は1,556人で2020年がピーク、

後期高齢者（75歳以上）は1,970人で2035年がピーク、高齢化率では2030年の44.0％

がピークとなります。 

人口減少は、大きく分けると第１段階「老年人口の増加（総人口の減少）」、第２段階「老

年人口の維持・微減」、第３段階「老年人口の減少」の３つの段階を経て進行し、全国的に

は2040年から第２段階に入ると推測されています。本町の場合は、2025年までが第１段

階、2030年～2050年までが第２段階、2055年以降第３段階に入ることとなります。 

老年（高齢者）人口や高齢化率、後期高齢者（75歳以上）の構成を踏まえると、今後数

十年にわたり介護給付費を含む社会保障費が増大することが見込まれます。 

【老年（高齢者）人口の推計と高齢化率の推移】 
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Ⅲ 総合戦略 

１ 総合戦略の基本的な考え方 

（１）総合戦略の位置づけ 

「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、国が示した総合戦略に盛り込むべき施策を反映

し総合戦略を策定いたしました。 

計画期間は、平成27年度から平成31年度までとし、計画に盛り込んだ施策と事業について

は、まちの総合戦略として位置づけ、計画の実践により施策・事業の高い効果を目指します。 

 

（２）総合計画との関係 

平成28年度からスタートする第４次総合計画後期基本計画は、総合戦略と策定時期が重

なったことから、それぞれを策定する経緯において総合戦略の事業及び人口ビジョンの分析

結果等を、まちの計画では最上位に位置付けされている総合計画にも盛り込み、整合性を図

っています。 

また、平成27年度中に策定する過疎地域自立促進計画についても総合計画と同じ考えに

立ち策定していきます。 
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（３）施策パッケージの体系図 

本町では、国の４つの政策分野並びに山形県の４つの基本目標を柱とし、総合戦略に関す

る主要施策体系図を示しました。 

 

≪最上町の施策体系図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
国の政策４分野 

地域における安定し

た雇用を創出する 

政策分野① 

地域への新しいひと

の流れをつくる 

政策分野② 

若い世代の結婚・出

産・子育ての希望をか

なえる 

政策分野③ 

時代に合った地域を

つくり、安全なくらし

を守るとともに、地域

と地域を連携する 

政策分野④ 

山形県の基本目標 

豊かな山形の資源を 

活かして雇用を創出 

基本目標１ 

山形に住もう・帰ろう 

プロジェクトを推進 

基本目標２ 

若い世代の結婚・出産・ 

子育ての希望を実現 

基本目標３ 

安心と活力ある地域を創出 

基本目標４ 

最上町の施策体系 

地域資源を活かした 

産業の振興 

【プロジェクト１】 

交流・連携による定住の促進 

【プロジェクト２】 

婚活・出産・子育て支援の充実 

【プロジェクト３】 

地域間連携と集落自治の確立 

【プロジェクト４】 
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２ 総合戦略の主要施策とプロジェクト 

（１）地域資源を活かした産業の振興 

 

 

基 本 目 標 

最上町のあらゆる地域資源を利用した、農観商工連携による魅力あふれた地域
産業を創出し雇用拡大を図りながら人口減少に歯止めをかける。 

①農観商工連携による農業生産額の拡大 ５年間で15億円増 

②新産業の創業と雇用の創出      ５年間で10件の創業と30人の雇用 

施策の方向 

①最上町のありとあらゆる地域資源を活かした地域ぐるみの産業育成と雇用の創出を

図るために、人材育成セミナーを実施しながら、廃校校舎の有効利用とあわせて新

たなビジネスチャンスを支援する。 

②現在の農業生産額を拡大するために、新たな品目の導入や、販路拡大、加工品開発

など、一次産業を中心にしながらあらゆる連携のもとで魅力ある産業の育成に取り

組み、雇用を創出する。 

③地域に根差した産業育成を推進するために、生産基地の整備や流通経路の安全を確

保するための事業を行い産業の活性化を図る。 
 

施策 プロジェクト事業 
現数値 

（平成26年度） 

重要業績評価指標 
(ＫＰＩ) 

地域ぐるみの産業
育成 

①地域密着型産業創出事業 

②学び舎再起利用ビジネス支援事業   

（廃校利用） 

③産業振興を担い明日につなぐ最上人材

育成事業 

④若者の本県回帰・定着に向けた奨学金

等返還支援事業 

(県及び市町村との連携事業) 

― 

〇地域に根差した産業の

創出 6件(5年間) 

○雇用創出 12人(5年間) 

〇人材育成セミナー 

10回(5年間) 

〇就労支援 

15件(5年間) 

〇就労相談 10件(5年間) 

農観商工連携によ
る農業生産の拡大 

①農観商工連携ビジネスチャンス支援事業 

②農業生産拡大促進事業 

③遊休施設利用ビジネス支援事業 

④もがみ物流基盤道路整備事業 

⑤おいしいもがみ販路開拓事業補助金交

付事業 

○農業生産額 

35億円 

○新規産業創業 

4件(5年間) 

○雇用創出 8人(5年間) 

○農業生産額の拡大 

50億円 

○物流拠点整備 １団体 

地域特性を活かし
た再生エネルギー
の産業化 

①バイオマス産業等関連事業促進事業 

(新規就労・お試し就労支援など) 

②再生エネルギー事業誘致用地造成事業 

③エネルギー利用効率化推進事業補助金

交付事業 

○バイオマス 

関連産業雇用

者数 5人 

○年間消費エネ

ルギーの再生

エネルギー 

導入率10.7％ 

○バイオマス関連産業へ

の雇用者数  

10人(5年間) 

○再生エネルギー企業誘

致用地造成  

面積 4ha/道路 2路線 

○年間消費エネルギーの

再生エネルギー導入率  

20％ 

  

プロジェクト１ 
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（２）交流・連携による定住の促進 

 

 

基 本 目 標 

地域資源、人材を活用した魅力あふれる交流・定住の促進 

① 転入者数：60人増加  

② 転出者数：60人減少  

施策の方向 

①最上町を支える町民の定住促進として住宅支援や生活環境整備そして雇用や子育て

に関するきめ細やかな情報提供を図る。さらに都市部(町外)からの移住希望者へも

同様にきめ細やかな情報提供と、体験等を行いながら総合的な移住支援に取り組む。 

②最上町の地域特性（農林業等）を活用した教育活動や伝統文化や産業等、幅広く町

の魅力の確認と、郷土に愛着と誇りをもてる次世代育成を目指して、「地域再生のた

めの知の創出」となる拠点の整備と、教育旅行や都市部の大学等の積極的な受け入

れに取り組み、若者の定着を促進する。 

③地域特性を活用した交流観光について都市部のニーズを捉えながら積極的に展開。

魅力ある交流観光について情報発信し、最上町の魅力を町内外へ発信し交流・連携

に取り組む。 
 

施策 プロジェクト事業 
現数値 

（平成26年度） 

重要業績評価指標 
(ＫＰＩ) 

地方移住・定住の 
支援と促進 

①若者定住環境モデルタウン整備事業 

②定住促進に向けた最上町版エコ住宅の

普及と定住・移住者支援事業 

③定住・移住に関する情報発信及び移住

お試し体験事業 

④定住・移住者へのエコ住宅新増改築等

の支援及び生活環境整備支援事業 

⑤最上町版ＣＣＲＣお試し体験事業 

⑥魅力ある最上の職場発見推進事業 

（県及び最上管内市町村との連携事業） 

○エコ住宅新増 

改築補助金 

交付件数 34件 

○最上町版エコ住宅の 

新増改築棟数 170棟

(5年間) 

○移住者世帯数 

20世帯(5年間) 

○最上町版ＣＣＲＣ居住

体験者数 

30人(5年間) 

 

地域の人材育成と 
都市部大学等との 
地域連携 

①学校・地域連携による地域力強化事業 

②地(知)の拠点整備・運営・推進事業 

③地域特性を活かした魅力ある担い手育

成事業 

○都市大学等 

教育関連交流 

人口 800人 

○教育旅行等 

体験指導者数 

100人 

○都市大学等教育関連 

交流人口 

1,500人(5年間) 

〇地域の新規教育旅行等 

体験指導者数 

50人(5年間) 

  

プロジェクト２ 



Ⅲ 総合戦略 

 

 

27 

施策 プロジェクト事業 
現数値 

（平成26年度） 

重要業績評価指標 
(ＫＰＩ) 

地域特性を活かし
た交流・観光の拡大 

①都市農村交流活性化推進業務委託事業 

②地域特性を活かした交流観光推進事業 

③温泉活性化事業 

④赤倉温泉スキー場活性化事業 

⑤交流施設活性化事業 

⑥もがみ観光資源活用事業 

（県及び最上管内市町村との連携事業） 

⑦「東北のへそ」三圏連携交流事業 

（県及び最上管内市町村との連携事業） 

⑧清流「最上小国川」を活かした地域 

づくり推進事業 

（県及び舟形町との連携事業） 

○観光入込客数 

777,779人 

○観光入込客数 

1,000,000人 
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（３）婚活・出産・子育て支援の充実 

 

 

基 本 目 標 最上町で結婚・出産・子育てすることに安心を感じる「子育て王国」を目指す 

施策の方向 
①若者が希望どおり結婚し、希望する子どもが持てるよう、子育てに関する支援を行

う 

②妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援を行い子育ての負担感の軽減を行う 
 

施策 プロジェクト事業 
現数値 

（平成26年度） 

重要業績評価指標 
(ＫＰＩ) 

若い世代の結婚支援 

①結婚・応援ハッピーサポータ推進事業 

②若者交流・定住・婚活促進事業補助金

交付事業 

③いのちと家庭を育む教室事業 

○婚姻数 29件 ○婚姻数 

150件(5年間) 

子育て世代の支援
の充実 

①３～５歳児までの保育料無償事業 

②延長保育事業 

③放課後児童クラブ事業 

④保育所開放事業 

⑤地域三世代交流事業 

⑥出産育児応援交付金事業 

⑦子育て支援ガイドブック配布事業 

⑧特別支援教育事業 

⑨子育て支援医療給付事業 

⑩遠距離通学助成事業 

⑪教育振興修学資金貸付事業 

⑫もがみイキイキ子育て応援企業支援 

事業 

 

 

 

○子育て環境や

支援への満足

度 25.2％ 

（H25アンケー

ト調査より） 

〇子育てに不安

を感じている

割合 42％ 

（H25アンケー

ト調査より） 

 

 

 

○子育て環境や支援への

満足度 30％ 

 

〇子育てに不安を感じて

いる割合 20％ 

 

妊娠・出産・子育
ての切れ目のない
支援 

①子育て世代包括支援センター事業 

②母子保健相談支援事業 

③産前産後サポート事業 

④特定不妊治療助成事業 

⑤妊婦健康診査事業 

⑥乳児全戸家庭訪問事業 

⑦子どもと親の集える場所づくり環境    

整備事業 

○新生児死亡率 

0％ 

○乳幼児健受診

率 96.7％ 

○新生児死亡率 0％ 

 

○乳幼児健受診率 

100％ 

 

  

プロジェクト３ 
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（４）地域間連携と集落自治の確立 

 

 

基 本 目 標 県・市町村との連携により町の活力を助長し、自治協働のまちづくりの推進を図る 

施策の方向 

①新庄最上定住自立圏構想をはじめとする、県・市町村連携事業を促進する 

②少子高齢化に伴う人口減少を見据えた持続可能な集落づくりを推進する 

③集落間連携をはじめ、地域内の若者や女性、小学校、企業、機関、団体等を交えた

協働基盤を整備する 
 

施策 プロジェクト事業 
現数値 

（平成26年度） 

重要業績評価指標 
(ＫＰＩ) 

自治会組織の基盤
整備及び集落自治
活性化に向けた活
動の推進 

①集落自治活性化応援交付金交付事業 

②公民館修繕等補助金交付事業 

③自主防災組織資機材等整備補助金交付

事業 

○自主防災組織

率 86.8％ 

○集落づくり計画策定数

37集落 

○集落自治活性化に向け

た取り組みを実施する

集落数 37集落 

○自主防災組織率 

100％ 

地域間連携の基盤
整備及び活性化に
向けた活動の推進 

①地域間連携推進交付金事業 ― 

○地域づくり計画策定数 

3地域 

○地域連携による活性化

に向けた取り組みを実

施する地域数 3地域 

○コミュニィ推進会議に

よる情報誌の発行数 

10回(5年間) 

地域福祉向上に向
けた活動の推進 

①地域福祉活動育成事業補助金交付事業 

②地域支え合い事業補助金交付事業 

③地域公共交通総合整備事業 

④雪国の生活にやさしいまちづくり支援

事業 

○災害時要配慮

者の避難支援

計画策定人数 

239人 

○福祉教育実施

小学校数 

2校 

〇地域公共交通

利用者数

21,881人 

○世代間・集落内交流支援

集落数37集落 

○要支援世帯の見守り活

動支援集落数 37集落 

○災害時要配慮者の避難

支援計画策定人数 

250人 

○福祉教育実施小学校数 

6校 

〇地域公共交通利用者数

24,000人 

○高齢者世帯除雪戸数 

50戸 

まちづくり担い手
育成支援 

①まちづくり担い手育成支援事業 ― 

○人材・担い手育成研修等

の支援数 

10件(５年間) 

 

 

  

プロジェクト４ 
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新庄最上定住自立
圏構想の推進 

①生活機能の強化に係る政策連携事業 

②結びつきやネットワークの強化に係る

政策の連携事業 

③圏域マネジメント能力の強化に係る政

策の連携事業 

〇連携事業数 

17事業 
〇連携事業数 32事業 

 

 

３ 総合戦略の推進 

（１）ＰＤＣＡサイクル※7による事業管理 

本町の事務事業の評価は、平成26年度より行政評価検討委員会を設置し、行政内部以外

の評価も取り入れて実施しています。 

総合戦略は、調査等で得られた町民の広い意見を反映し策定した計画です。また、計画し

た事業については、ＰＤＣＡサイクルによる事業管理を徹底し、各事業に設定した数値目標

及び重要業績評価指標（ＫＰＩ）※8を本町の事務事業評価制度に基づいて毎年検証します。 

更に、その結果を踏まえて評価指数にこだわりを持って重視しながら事業展開に対応し、

必要に応じて事業計画の見直しを図っていきます。 

 

（２）重点プロジェクトの進行管理の充実 

総合戦略の策定に当たっては、国の「地方創生コンシェルジュ※9」の支援や「地域経済

分析システム※10」を活用しています。 

また、今年度、転入者と転出者へのアンケート調査を実施しましたが、調査結果データが

少ないことから今回の計画には活用できませんでした。今後、総合戦略を推進する過程にお

いてデータの背景となる実態を把握し、実状を反映した計画として必要に応じて変更してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
※7事業等に対しＰｌａｎ（計画）・Ｄｏ（実行）・Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）・Ａｃｔｉｏｎ（処置・改善）を繰り返

し行うことで効率的に改善すること。 
※8目標達成度を計る定量的な指標のこと。 
※9地方公共団体が地方版総合戦略の策定を含め、地域の地方創生の取り組み等の国の相談窓口の体制。 
※10国の地方創生本部で、地方自治体が策定する「地方版総合戦略」を策定する際の情報支援のためのシステム。 
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資 料 編 

◆総合戦略主要プロジェクト事業概要 

【プロジェクト１】地域資源を活かした産業の振興 

○地域ぐるみの産業育成 

①地域密着型産業創出事業 

地域特有な資源を活かしながら、生産から消費までの一括した事業展開など、地域ぐるみ

での産業創出を行う目的に支援を行う。 

②学び舎再起利用ビジネス支援事業（廃校利用） 

廃校を有効利用しながら、農家レストラン、農産物加工所など新たな農林水産業ビジネス

の創出や、地域コミュニティエリアの再構築に向けた支援、さらには、グリーンツーリズ

ムを含んだ観光との連携、都市型企業との連携など、地域産業の掘り起こしによるビジネ

スチャンスを支援する。 

③産業振興を担い明日につなぐ最上人材育成事業 

本町の農業をはじめ、産業分野の多くの業種において、働き手の高齢化が進み、後継者不

足は深刻さをましており、町内にとどまらず町外にも人材を求めていかなければならない。

そのために、農業凄惨拡大につながる基盤整備事業と一体となった各種技術の習得に向け

た研修の実施や、二次・三次産業の振興につながる企業精神の育成、更に6次産業化を視

野に入れ、個人そして団体も含めた、産業活性化につながる人材育成を図る。 

④若者の回帰・定着に向けた奨学金等返還支援事業（県及び市町村との連携事業） 

特定の奨学金を受けた大学生を対象に、県内に回帰・定着をするため、県、市町村、業界

団体と連携し奨学金の返還支援制度を創設して支援していく。 

○農観商工連携による農業生産の拡大 

①農観商工連携ビジネスチャンス支援事業 

町内の個人及び団体等が多様な発想に基づき、地域資源の効果的な活用による産業振興及

び人材育成等にむけて実践する活動に対して、事業費の一部を支援する。 

②農業生産拡大促進事業 

当町の地域を支える基盤産業である農業をさらに発展させるために、新規作物の導入、生

産基盤の強化、販路開拓、加工品開発など、生産拡大に向けた事業展開を施し農業生産額

50億円を早期に目指す。同時に、生産拡大に伴う雇用創出を支援していく。 

③遊休施設利用ビジネス支援事業 

町内に有する、遊休施設を利用しながら、新規産業の創出、既存産業の生産拡大など低コ

ストによるビジネス支援を行う。 

④もがみ物流基盤道路開拓事業 

農観商工連携による町内の生産物拡大を図るための基盤となる用地や道路の整備を行う。 
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⑤おいしいもがみ販路開拓事業 

長く流通の世界で生きてきた商人の魅力を生かし、中心商店街を拠点とした町内物産品の

域内外への周知、供給の促進をおこない、商店街の新たな地域社会の役割を生み出す。 

○地域特性を活かした再生エネルギーの産業化 

①バイオマス産業等促進事業(新規就労・お試し就労支援など) 

最上町バイオマス産業都市構想に基づき、森林系バイオマス、農林系バイオマス、廃棄物

系バイオマスの有効活用を通じて自然環境に配慮しながら、新たな就労の機会を創出し、

地域産業の振興を目指す。 

②再生エネルギー事業誘致用地造成事業 

再生エネルギー関連の企業誘致のための用地取得から用地造成を行う。 

③エネルギー利用効率化推進事業補助金交付事業 

二酸化炭素排出削減による地球温暖化防止と地域循環型社会のシステムをつくるととも

に、再生可能エネルギー設備の導入を促進する。また、新たな産業や観光振興に結び付け

るための再生可能エネルギーの利用促進にむけた普及啓発のための情報提供と設置に対

する助成や支援を行う。 

 

【プロジェクト２】交流・連携による定住の促進 

○地方移住・定住の支援と促進 

①若者定住環境モデルタウン整備事業 

「100万人交流シンボルエリア整備構想」に基づき、雪国における若者の定住を促進する

ための先進的な住環境整備を図る。 

②定住促進に向けた最上町版エコ住宅の普及と定住・移住者支援事業 

若者の定住を促進するため、低コスト化等に配慮し再生可能エネルギーの活用など、雪国

における若者の定住を促進する最上町版エコ住宅を開発し普及していく。また、子育て世

帯、三世代、町外からの転入世帯等への定住・移住者向け住宅を支援する。 

③定住・移住に関する情報発信及び移住お試し体験事業 

ホームページやポータルサイトによる定住・移住情報の発信と町内の宿泊施設等を活用し

たお試し体験を実施し都市部からの移住希望者へ体験と情報提供を行う。 

④定住・移住者へのエコ住宅新増改築等の支援及び生活環境整備支援事業 

町内産の木材を利用したエコ住宅の新増改築を推進し、質の高い住宅への技術援助を行い

ながら支援する。また、浄化槽の設置等生活環境整備についても支援をする。 
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⑤最上町版ＣＣＲＣ最上町移住お試し体験事業 

最上町版ＣＣＲＣの導入を図るために、都会の希望者を宿泊体験させ導入を推進する。 

⑥魅力ある最上の職場発見推進事業（県及び最上管内市町村との連携事業） 

最上地域の若者の定着を促進するため、小中学生及び保護者を対象とした地元企業見学会、

インターンシップ受け入れ企業開拓及びデータ構築等、地元企業の魅力を知る機会を創出

する。 

○地域の人材育成と都市部大学等との地域連携 

①学校・地域連携による地域力強化事業 

児童生徒が町のことをより深く知り、町に対する愛着を強めるための教育を学校と地域が

連携して取り組む。 

②地(知)の拠点整備・運営・推進事業 

教育旅行や都市部大学等に情報発信し、交流・観光の受入環境の整備を図る。 

③地域特性を活かした魅力ある担い手育成事業 

町の自然環境や交流施設を活かし、体験交流人口・体験観光の振興を図るために、その受

け皿となる担い手の育成を図る。 

○地域特性を活かした交流・観光の拡大 

①都市農村交流活性化推進業務委託事業 

都市部との交流の機会の増加を図るための事業を委託し、地域活性化につなげ、交流人口

の拡大を図る。 

②地域特性を活かした交流観光推進事業 

自然環境や気候等、最上町の個性を生かし、交流人口増加のための、独自の観光資源を掘

りおこし開発を行う。 

③温泉活性化事業 

町内温泉地の環境を整備し、イベント等を開催することで、温泉地の誘客を図る取り組み

を実施する。 

④赤倉温泉スキー場活性化事業 

町民の冬の健康づくりの場及びスキー等による観光施設として運営しており、利用者の増

加につなげるための取り組みを実施する。 

⑤交流施設活性化事業 

都市と農村の交流等を図りながら、山村地域の活性化を図るために施設を活用した交流人

口拡大のため事業を展開する。 

⑥もがみ観光資源活用事業 (県及び最上管内市町村との連携事業） 

最上地域の豊かな自然、歴史文化、食などの観光資源を一体的につなげ、広域観光キャン

ペーンの展開により、国内外に地域の魅力を発信するとともに、観光素材の発掘・磨き上
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げ、売り込みを図り観光誘客を促進する。 

⑦「東北のへそ」三圏連携交流事業（県及び最上管内市町村との連携事業） 

秋田県雄勝地域、宮城県大崎地域との連携により広域観光を推進するエリヤ「東北のへそ」

を形成し、観光ブログ・観光マップによる情報発信や周遊ルートの設定、観光まつりの開

催等による観光誘客を促進する。 

⑧清流「最上小国川」を活かした地域づくり推進事業（県及び舟形町との連携事業） 

最上小国川流域の安全安心の確保と地域文化の継承・創造による地域振興の推進を図るた

めに、治山治水対策、内水面漁業振興、観光振興の事業展開を図る。 

 

【プロジェクト３】婚活・出産・子育て支援の充実 

○若い世代の結婚支援 

①結婚・応援ハッピーサポータ推進事業 

結婚に至るまでの婚活相談とサポートの取り組み。 

②若者交流・定住・婚活促進事業補助金交付事業 

定住人口の維持と少子化対策として結婚を希望する若い男女の出会いと交流を創出。あわ 

せて独身者の婚活に必要な知識と意識を学ぶセミナー等を行いながら、魅力アップやコミ

ュニケーション能力の向上と人材育成を行う。 

③いのちと家庭を育む教室事業 

学校や子どもたちの集う機会を活用し、家族を持つ大切さ、結婚の意義、子どもを持つ意

義を段階的に指導する。 

○子育て世代の支援の充実 

①３～５歳児までの保育料無償事業 

３～５歳児が、最上町内に住民登録し、町内の施設に在籍する場合に保育料を無償化し、

子育ての負担軽減を図る。 

②延長保育事業 

子供を持つ親の就業形態や核家族化等環境の多様化に対応し、通常の時間外の朝夕の保育

を実施する。 

③放課後児童クラブ事業 

放課後等における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりの推進を行う。 

④保育所開放事業 

保育所幼稚園解放による未入所児の交流及び相談を行う。 

⑤地域三世代交流事業 

地域サロン参加者との交流や地域の団体との交流により地域で見守りの強化が図られ、安

心できる環境につなげるための取り組み。 
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⑥出産育児応援交付金事業 

出生児を将来にわたり養育する保護者に対し、応援金の交付を行い、出生児の誕生を祝福

し、あわせて最上町の将来を担う子どもの健全な育成に資する。 

⑦子育て支援ガイドブック整備事業 

妊娠届時及び保育所幼稚園の入所時に配布し、子育て支援に活用するためのガイドブック。 

⑧特別支援教育事業 

幼稚園・保育所、小・中学校まで一貫した計画のもと一人ひとりの特性に応じた教育支援

を行う。 

⑨子育て支援医療給付事業 

中学3年生まで医療機関受診の際の自己負担を軽減する。 

⑩遠距離通学助成事業 

小・中学校の通学に際して、遠距離児童生徒に対する通学費の負担を軽減する。 

⑪教育振興修学資金貸付事業 

地域社会に有為な人材の育成を目的に、高等教育を受ける者に必要な修学資金を貸与する。 

⑫もがみイキイキ子育て応援企業支援事業 

企業が率先して社員の子育て支援のために、社員出産後の円滑な職場復帰を図り、父親・

母親を問わぬ育児休業の取得促進等、ワーク・ライフ・バランスを踏まえた子育て向上対

策に資する。 

○妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援 

①子育て世代包括支援センター事業 

子育て世代包括支援センターを設置し、母子保健コーディネーターを配置しなから総合的

な妊娠中の相談や支援を行う。 

②母子保健相談支援事業 

母子健康手帳交付から妊娠中の相談、必要時訪問等による支援を行う。 

③産前産後サポート事業 

専門家による相談支援や子育てシニアによる支援等、訪問型で実施する。 

④特定不妊治療助成事業 

特定不妊治療費を一部助成することで、経済的負担の軽減を図る。 

⑤妊婦健康診査事業 

妊婦健康診査の助成拡大を行い経済的負担の軽減を図る（現在の助成券に加え超音波検査

1人2万円分の助成） 

⑥乳児全戸家庭訪問事業 

出産後、間もない時期の不安感の軽減を目的に保健師が訪問し支援する。 
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⑦子どもと親の集える場所づくり環境整備事業 

親子が集える場所の環境整備を行う。 

 

【プロジェクト４】地域間連携と集落自治の確立 

○自治会組織の基盤整備及び集落自治活性化に向けた活動の推進 

①集落自治活性化応援交付金 

集落・地域の共助の取り組みや地域力向上に向けた取り組みを話し合い、今後の集落設計

を考えることにより、地域づくりが活性化し、子どもたちが将来大人になっても住み続け

られるまちづくりに結びつける。 

②公民館修繕等補助金交付事業 

公民館が、災害又は改築、老朽による修繕等を実施する場合の経費の一部を補助する。 

③自主防災組織資機材等整備補助金交付事業 

自主防災組織の育成及びその活動の推進を図るため、防災訓練等を実施する自主防災組織

に対し防災資機材等を整備するための補助金を交付する。 

○地域間連携の基盤整備及び活性化に向けた活動の推進 

①地域間連携推進交付金事業 

町内全体３地域に組織したコミュニティ組織が、組織内の集落が連携し地域づくのための

取り組みに対し交付金を交付し支援する。 

○地域福祉向上に向けた活動の推進 

①地域福祉活動育成事業補助金交付事業 

少子高齢化に伴う人口減少を見据えた持続可能な集落づくりを推進するための支援とし

て補助金を交付する。 

②地域支え合い事業補助金交付事業 

社会福祉協議会に補助金を交付し、地域福祉課題の把握・地域福祉のリーダーの発掘を行

いながら福祉のこころを浸透させ、地域福祉の充実を図る。 

③地域公共交通総合整備事業 

現在の公共交通システムを、町民がより利用しやすいシステムにし、利用者の拡大と町営

バス運行の効率化を図るために、スクールバスの一般町民の混乗化と併せ、その補完とし

てデマンド交通システムの導入を図り、総合的な公共交通システムを整備する。 

④雪国の生活にやさしいまちづくり支援事業 

高齢者世帯の冬期間における公道沿いの間口から玄関先までの除雪を、地域との協働によ 

り支援する。 

 

 



資 料 編 

39 

○まちづくり担い手育成支援 

①まちづくり担い手育成支援事業 

各集落の活性化をはじめ、住みよいまちづくりを目指し、生涯学習を目指す社会教育や、

福祉の充実、更なる防災対策等の幅広い視点からまちづくりを牽引するリーダー育成を支

援する。 

○新庄最上定住自立圏構想の推進 

①生活機能の強化に係る政策連携事業 

医療・福祉・教育・産業振興・広域事業の連携により生活機能の強化を図る。 

②結びつきやネットワークの強化に係る政策の連携事業 

地域公共交通・地域の生産者や消費者等の連携により地産地消・地域内外の住民との交

流・移住促進の事業の連携による結びつきやネットワークの強化を図る。 

③圏域マネジメント能力の強化に係る政策の連携事業 

圏域内市町村の職員等の交流及びその他圏域マネジメント能力の強化に係る連携事業に

より圏域マネジメント能力の強化を図る。 
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